
全国一斉１０／２３「コロナ災害を乗り越える－いのちとくらし
を守るなんでも電話相談会・第１０弾」フリーダイヤル【拡散希
望】

「コロナ災害を乗り越える 　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会
～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」【第１０弾】実施のお知らせ

　コロナ禍の中、休業、解雇・雇い止め等により、労働者、事業者、学生、業種・職種を問わず、多くの人が、収入減少、失業等に追い込
まれています。
コロナの第５波が収束に向かいつつあり緊急事態宣言が解除となりましたが、コロナ禍が長引く中、失業の長期化、利用可能な支援策の終
了等により、仕事や生活の不安を抱えている方、孤立して出口が見えない状況に追い込まれている方などが増えています。

　そこで、引き続き、全国の弁護士、司法書士、労働組合、諸団体が連携して、下記要領にて、電話相談会【第１０弾】を開催いたします。
お気軽に、ご相談ください。また、多くの方にお知らせください。

【日　　時】　１０月２３日（土）午前10時～午後10時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
上記時間帯、全国どこから架けても空いている回線に無料でつながります。

【相談例】
・生活費を支援する制度について知りたい。
・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない。
・バイトを切られ、学費を払えない。
・今すぐ生活保護を受けられるか。
・住居を喪失した。
・福祉の窓口で追い返された。
・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
・休業手当が払われない。新しくできた休業支援金のことが知りたい。
・無理な働き方でコロナに感染
・学費の支払いや奨学金の支払いが困難
・フリーランスや事業者を支援する制度について知りたい。
・住宅ローンなど借金の返済に困っている。
・コロナの「自宅療養」で困っている。
・コロナで生きるのが苦しい。死にたい気持…
・その他、様々な支払いができなくなるので不安である。
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【大阪府内と東京都内・埼玉県内で携帯電話が止まってしまっている方へ】
今回、試験的な試みとして、携帯電話が止まっている方でも、大阪と東京・埼玉の方については、フリーＷｉ－Ｆｉから電話をいただける
ようになりました。↓のＱＲコードを入力ください。

【寄付のお願い】
この電話相談会は、フリーダイヤルの通話料等で、毎回、５０万円程度の開催経費がかかっていますが、多くのみなさまの寄付に支えられ
て継続的に実施できおり、心より感謝申し上げます。
寄付口座は次のとおりですので、ご協力いただけますと幸いです。

百五銀行　橋南支店
普通預金　504273
コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守る相談会代表田中武士

【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
埼玉は、反貧困ネットワーク埼玉（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所）など

＊チラシのダウンロード→　こちら
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【コラム】人生を左右しうる資格（弁護士鈴木　満）
弁護士として携わらせていただく事件の中には、依頼者の方の人生に関わる事件が多いですが、外国人の在留資格に関する事件も、そのよ
うな事件の１つです。

在留資格とは、外国人が日本に適法に滞在するために必要な資格です。在留資格がないことで、夫婦や親子が別々の国に引き裂かれてしま
い、時には、二度と日本で一緒に生活することはできなくなるなど、在留資格を得られないことは、大きな不利益を生じさせることがあり
ます。

私が携わった事件の中には、在留資格の取得・変更が困難と思われても、在留資格を得ることができたものもありますが、達成感よりも、
本当に良かった、という安堵感の方が強かったです。

在留資格には、複数の種類があり、それぞれについて取得・更新・変更するための要件が決まっています。
在留資格に関する申請は、出入国在留管理庁などの行政側に行うのですが、抽象的な要件があったりして、要件を満たすかどうかの判断に
は、行政側に広い裁量があります。行政側の判断を裁判で争った結果、在留資格が得られる場合もあります。

在留資格は、外国人の人生に大きな影響を与えうるものであるため、要件を具体化するなど、行政側の判断が恣意的なものにならないよう
にすべきです。

先日、廃案となった、出入国管理及び難民認定法、いわゆる、入管法の改正案は改悪であるとして多くの反対がありましたが、外国人の人
権救済につながる意味での見直しは、行われていくべきだと思います。

弁護士　鈴木満

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

【コラム】離婚事件（弁護士南木　ゆう）
弁護士になって様々な事件に携わらせて頂いていますが、私が女性だということもあり、女性側からの離婚事件をご依頼頂くことが多いで
す。

社会に目を向けると、教育の場面で、入学試験に男女の合格点の差が設けられていたり、婚姻においては、夫婦同姓を強制している日本の
法制度の問題、育児においては、母親に偏重する日本の育児習慣や育休制度の男女差別の問題など、社会のあらゆる局面で放置され続けて
きた男女不平等の問題が山積しています。
今は、結婚後も仕事を続ける女性がほとんどですが、出産を機に退職をする、あるいは子育てのために時短勤務にしたり、負担の軽い仕事
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に転職するという女性は少なくありません。このような場合、女性側は簡単に離婚を決断することができません。自身に経済力がないこと
から、配偶者から酷い扱いを受けたとしても耐え続けるしかないと思ってしまうのです。

彼女たちは、毎日家族のために必死に家庭内で働いています。しかし、そんなことは当然だと言わんばかりの夫の態度。このような人に、
いざ離婚を突きつけると「寝耳に水だ。」とか「家事をろくにやっていなかったくせに。」等と言ってきたりします。
離婚事件が解決したときに、最初思い詰めて相談にいらしたときと見違えるような晴れやかな表情をしている彼女たちの顔を見ると、私も
何より励みになります。今後も微力ながら、家庭内の不平等で苦しんでいる女性が少しでも救われるように積極的に離婚事件に取り組んで
参ります。

弁護士　南木ゆう

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

【コラム】選挙供託金違憲訴訟のご報告（弁護士鴨田　譲）
現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、衆議院・参議院いずれも選挙区で３００万円、比例区で６００万円という高額の供託金を
納めなければならず、しかも、得票数が一定以下の場合には没収される制度になっています。埼玉県在住のＡ氏は、平成２６年１２月に行
われた衆議院小選挙区選挙に立候補しようと思い、立候補に必要な各種書類を揃え、提出したものの、小選挙区の立候補に必要な３００万
円の供託金を用意することができなかったため、同選挙に立候補することができませんでした。そこで、選挙供託金違憲訴訟弁護団を結成
して、私もこれに参加し、同制度を定めた公職選挙法の規定が立候補の自由を保障する憲法１５条１項等に違反する憲法違反の規定である
として、国を被告とし、平成２８年５月に東京地方裁判所に提訴しました。

我が国の選挙供託金制度は、大正１４年に男子普通選挙制が実施された時から始まります。この制度が導入された表向きの理由は、売名候
補者又は泡沫候補者の立候補を防ぎ、選挙の混乱を少なくし、併せて選挙が誠実厳正に行われる点にあるとされていました。しかし、実際
は、無産政党（無産者）の議会への進出を抑制することに真の目的がありました。

実は、供託金制度は世界的に見ると当然のものではありません。OECD加盟国３５カ国（調査当時）中２３カ国では供託金制度が存在せ
ず、供託金が存在する残り１２カ国でも、イギリス下院は約７万円、オーストラリア下院は約８万円であり、日本の３００万円や６００万
円という金額は突出して高額なのです。

また、周知のとおり、我が国の貧困と格差の広がりは深刻で、このような現状を考えれば、選挙区３００万円、比例区６００万円という選
挙供託金制度は、数千万人の国民から立候補の自由という重要な権利を奪う可能性のあるものといえます。

平成２８年５月に提訴した本裁判ですが、約３年の裁判を経て東京地裁、東京高裁と続けて敗訴判決（供託金制度を合憲とする判決）が下
されました。そこで、弁護団は最高裁に上告をしていましたが、昨年１２月に上告棄却決定が下され本裁判は終了しました。裁判自体は終
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わってしまいましたが、この裁判を通じて供託金に限らず、我が国の選挙制度に様々な問題点があることが分かりましたので、引き続き選
挙制度改善に関わっていけたらと思います。

弁護士　鴨田譲

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

【コラム】早期の身体拘束からの解放（弁護士古城英俊）
捜査機関に身体拘束（逮捕・勾留）された人について「悪いことをしたのだから逮捕されて当然」と思われるかもしれませんが、住むとこ
ろがあって、逃亡する疑いや証拠を隠す疑いがない場合にまで身体を拘束することは許されません。

弁護士になってから多くの刑事事件を担当しましたが、不当な身体拘束に対する弁護活動に力を入れてきました。なるべく早く接見（留置
されている人と面談すること）に行き、被疑事実、身体拘束が続くことによる不利益などを聴き取り、身体拘束からの解放の糸口を探しま
す。逮捕されたばかりで勾留前であれば、「勾留するな」と検察官に意見を述べ、勾留後は、勾留決定に対する不服申立て（準抗告）をす
るのが弁護士の仕事です。

弁護士３年目の頃の事件のことです。軽微な事案でしたが、知人が被害者のため、勾留される可能性が高かった事件です。配点を受けた日
の夕方、被疑者に接見して謝罪文を書いてもらい、すぐに被害者の連絡先を警察から聴き取り、その場で電話して示談交渉のお願いをし、
その足で被害者の自宅に赴き示談を成立させることができました。示談書は、持っていた便せんに手書きで作成し、被害者に署名押印して
もらいました。翌日、検察官に意見書を提出したところ、勾留請求されずに釈放となりました。数時間走り回った成果が出てほっとしまし
た。

これからも不当な身体拘束に対してフットワーク軽く弁護活動をしていきたいと思います。

弁護士　古城英俊

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）
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「中秋の名月」　弁護士　梶山　敏雄
９月２１日は中秋の名月。１日早いが前日も見事な満月でした。
ベランダで缶ビール片手に月を眺めるのは、何となく気の滅入ることもある近ごろではまさに清涼の一服でした。
そして、一句・・・・・と思いましたが、「才能なし」と言われるのがオチなので辞めました。

弁護士　梶山　敏雄

【コラム】アスベスト被害の解決を（弁護士竹内　和正）
令和3年5月17日、アスベスト被害に遭われた建設職人が、アスベスト建材を販売した企業とそれを規制しなかった国を被告として訴えた
「建設アスベスト訴訟」について、最高裁は、国と一部の企業の責任を認め、原告勝訴の判決を言い渡しました。提訴から13年と1日が
経過していました。僕も弁護団の一員として弁護士になってからずっと訴訟を担当してきました。

この訴訟には多数の原告がいるので、弁護団では各弁護士が担当の原告の方を受け持ちます。今回、最高裁において意見を述べた大坂春子
さんは、僕が担当してきた原告の方でした。大坂さんは、アスベストが原因で、大工だった夫と、同じく大工だった息子さんを亡くされて
います。僕は、「夫と息子を返してほしい。夫と息子に会いたい。」と涙を流しながら話す大坂さんから、何度もしつこく話を聞きだして
何通も書面を作り、法廷での尋問も担当しました。大坂さんには、お二人が亡くなった時の様子、特に、息子さんが吐血し、ひきつけを起
こしながら「俺まだ死にたくない、やりたいことたくさんある、死にたくない。」と言って亡くなっていったことを何度も話してもらいま
した。裁判所になんとか被害の重大さを伝えなければいけないという一心でしたが、大坂さんにとっては、あまりにつらい体験だったと思
います。

そして、最高裁においても、大坂さんは意見陳述を行うことになり、この意見陳述の原稿も、僕が大坂さんと打ち合わせをした上で書面化
していました。しかし、最高裁の法廷において、淡々と被害の実情を話していた大坂さんは、突然原稿から目を離すと、裁判官のほうをしっ
かりとみて「私は、今でも、かたくなに夫と息子を愛しています。」と原稿にはない思いを語りました。僕は、大坂さんの長く、苦しい裁
判闘争を思い、涙が止まりませんでした。法廷で涙を流したのははじめてでした。意見陳述は文字通り意見を述べるだけで、正式な主張書
面とは扱われません。しかし、僕は、大坂さんの話が、最高裁の裁判官の気持ちを動かし、原告勝訴の判決に影響を与えたと確信していま
す。

大坂さんは、裁判をはじめたとき65歳でした。今は77歳になられました。この13年間、大坂さんは、自分のためだけではなく、アス
ベスト被害者に、自分のような苦労をさせたくないと、何度もくじけそうになる気持ちを奮い立たせ頑張ってこられました。そして、裁判
に勝ち、官邸で直接菅総理からの謝罪を受けた上で、裁判を起こすことなく国から賠償を受けられる法律を制定させました。ただ、まだ半
分です。建材企業が支払うべき残された損害の賠償を受けなくてはいけません。
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亡くなった原告の方々の「生きているうちに解決を」という願いはもう叶いません。僕は、絶対に、国だけでなく、建材企業にも賠償させ
ることによって、全てのアスベスト被害者が全面的に救済される制度をつくらなければならないと誓っています。

弁護士　竹内和正

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

埼玉弁護士会の若手弁護士を中心に、類書のない『使用貸借の法
律と実務』という本を出版しました。
東京高裁管内の東京を除く10県の弁護士会で、毎年担当を決めて、下記研究会を行っています。
10年に１回、その順番が回ってくるのですが、今年は埼玉弁護士会の順番で、「使用貸借の法律と実務」という本を出版しました。
「使用貸借」は、民法の分野でいうと、「すきま（ニッチ）」な分野で、これまでこの分野に特化した書籍はなく、きっと売れるのではな
いか、と内心期待しています。
執筆を担当したのは弁護士登録5年前後の弁護士が中心です。彼らがよく調査し、勉強し、お互いに議論し、という様子は、一緒に議論し
ていたので、よく判ります。
弁護士になってからも研鑽を続ける人が、その積み重ねで力をつけていくのだと思うのです。

弁護士　高木　太郎

 

【コラム】「丸八」労働事件（弁護士谷川　生子）
「布団のマルハチ」で知られる丸八ホールディングスと、その子会社、ハッチーニ丸八の労働事件に携わっています。ハッチーニ丸八の労
働者は、布団等の訪問販売業務に従事してきましたが、あるとき業務委託契約に切り替えられ、長年にわたり、会社から事務手数料、運営
手数料等、様々な経費を収入から控除されてきました。経費を控除される結果、毎月の手取り収入を０円とされたり、マイナス分を翌月に
つけ回されるなど、生活を維持することが難しい状況に陥っています。働き方は正社員だった頃と変わらないにも関わらず、経費のみ負担
させられるというのは、偽装請負に他なりません。
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当事者は、労働組合を結成し、偽装請負を止めさせ、労働者としての権利を確立するために、丸八ホールディングスに団体交渉を求めまし
たが拒否され、埼玉県労働委員会に救済申立を行いました。また、業務委託契約は公序良俗に反し無効であることなどを理由として、過去
に控除された経費相当額の返還を求め、さいたま地方裁判所に提訴しました。救済申立事件においては、労働組合法上の労働者性、経費返
還請求事件においては、労働基準法上の労働者性がそれぞれ争点となっています。
これから人証を含め立証活動が本格化しますので、弁護団の一員として注力したいと思います。

弁護士　谷川生子

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

 

【コラム】労災認定基準の見直し（弁護士　佐渡島　啓）
脳や心臓の病気を発症した労働者が労働災害としての補償を申請した場合、労働基準監督署は、その申請を認めるかどうかについて、厚生
労働省の定める認定基準に基づいて判断します。この認定基準では残業時間がどの程度であったかが重要視されますが、終業から次の始業
までのインターバル時間が１１時間以上あったかどうか、休日のない連続勤務がなかったかどうかといった事情も、新しく認定基準に加え
る方向で検討されています。

ところで、この残業時間がどの程度あったかについては、現在の認定基準では、原則として病気の発症から遡って６ヶ月間を検討すること
になっています。では、病気の発症から半年以上前に残業時間が多かったとしても、労災とは認定されないのでしょうか。

この点を争っていた事件を担当していた当事務所OBの吉田聡弁護士と齋田求弁護士に、途中から弁護団に加えていただいたことがありま
した。この件の被災者の病気であったくも膜下出血について医学文献を調査したり、専門医からお話をうかがうなどして、疲労の蓄積は休
息により回復しても、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤の増悪の結果は回復しないという弁護団の主張を東京地裁が認め、労災と認める
判決を勝ち取りました。今から１０年ほど前、２０１１年春のことでした。

残念ながら、その後の東京高裁、最高裁でこの東京地裁の判断は覆され、６ヶ月間の残業時間を重視するという認定基準が変更されること
もありませんでした。しかし、認定基準は不変なものではなく、適切な労災認定のために、これまでも度々変更されてきましたし、現在も
見直しが進められていることは冒頭の通りです。

現在の認定基準からははずれるものではあっても、労災認定されるべきケースについては、今後も工夫をしながら取り組んでいきたいと思
います。

弁護士　佐渡島啓

https://saitamasogo.jp/tanikawaseiko
https://saitamasogo.jp/archives/88201
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syogai.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syogai.html
https://saitamasogo.jp/sadoshimakei
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